
（平成２２年７月２８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 2 件

年金記録確認鳥取地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



鳥取厚生年金 事案 345 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち平成９年

10月及び同年 11月は 24万円、10年４月及び同年５月は 22万円、同年６月は

20万円、同年７月は 22万円、同年８月から同年 11月までは 24万円、同年 12

月及び 11年１月は 22万円、同年２月は 20万円、同年３月は 24万円、同年４

月は 22万円、同年５月から同年７月までは 24万円、同年８月は 20万円、同

年９月は 19万円、同年 10月及び同年 11月は 17万円、同年 12月は 15万円、

12年１月は 16万円、同年２月は 15万円、同年３月から同年５月までは 16万

円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成９年 10月１日から同年 12月１日まで 

 ② 平成 10年４月１日から 12年６月１日まで 

       Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について、家計簿に記録している給

与から源泉徴収された厚生年金保険料の金額が、社会保険事務所（当時）の

記録の標準報酬月額に対応する保険料額と一致しないので、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった家計簿に記載されている厚生年金保険料控除額に

見合う標準報酬月額と平成７年４月から 10 年３月までのオンライン記録にお

ける標準報酬月額は、申立期間①を除きすべて一致していることが確認できる。 

また、当該家計簿は、各年に市販されたものを使用していることから、申立

期間当時に書かれていることが明らかであり、給与の遅配等が無かった申立期

間②以前の期間についての給与支給額は、預金口座の振込額とおおむね一致し

ている上、当該家計簿に記載された退職前６か月間の賃金総額から計算した離

職時賃金日額も、雇用保険受給資格者証の金額に一致していることから、申立



期間②についても当該家計簿に記載の給与を支給され、厚生年金保険料を控除

されていたものと認められる。 

なお、未払い賃金については、上記預金口座により、退職後に支給を受けて

いることが確認できる。 

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額に見合う標準報酬

月額又は実際に支給されていたと認められる報酬月額に見合う標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって申立期間①及び②の標準報酬月額については、申立人から提出の

あった家計簿において確認できる報酬月額又は保険料控除額から、平成９年 10

月及び同年 11月は 24万円、10年４月及び同年５月は 22万円、同年６月は 20

万円、同年７月は 22万円、同年８月から同年 11月までは 24万円、同年 12月

及び 11年１月は 22万円、同年２月は 20万円、同年３月は 24万円、同年４月

は 22 万円、同年５月から同年７月までは 24 万円、同年８月は 20 万円、同年

９月は 19万円、同年 10月及び同年 11月は 17万円、同年 12月は 15万円、12

年１月は 16 万円、同年２月は 15 万円、同年３月から同年５月までは 16 万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時の資料等が無く不明としているが、申立人が提出した家計簿におい

て確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン

記録の標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、同

家計簿で確認できる報酬月額又は保険料控除に見合う標準報酬月額を届け出

ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



鳥取厚生年金 事案 346 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められることから、申立人のＡ法人Ｂ所（現在は、Ｃ社）にお

ける資格喪失日に係る記録を昭和 32 年７月３日に訂正し、標準報酬月額を

6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 31年９月１日から 32年７月３日まで 

昭和 31年４月から 36年９月まで、Ａ法人に継続して勤務したにもかかわ

らず、国（厚生労働省）の記録によると、申立期間だけが厚生年金保険に未

加入となっている。 

申立期間は、Ａ法人Ｂ所で販売員として勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業所が保管する人事記録により、申立人は、申立期間において、Ａ法人Ｂ

所管内のＤ事業所で勤務していたことが認められる。 

また、この人事記録によると、申立人の申立期間当時の身分は、申立期間後

の厚生年金保険被保険者となっている期間の身分と同じ「準職員」であったこ

とが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間前の昭和 31年５月 20日から同年９月１日まで

厚生年金保険の被保険者となっているところ、申立人と同期入社の元同僚は、

「申立人は、申立期間前に勤務したＢ所管内のＥ事業所と、申立期間に勤務し

たＤ事業所において、いずれも販売員として継続して勤務しており、勤務形態

や業務内容に変更は無かった。」と供述している。 

加えて、申立人が氏名を挙げた申立期間（Ｄ事業所）における同僚３人のう

ち、申立人と同じ身分であったとする２人は、いずれも申立期間において厚生



年金保険の被保険者となっている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ法人Ｂ所における昭

和 31 年８月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、6,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は、資料が無く不明としており、このほかに確認で

きる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得な

い。 

また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）

に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



鳥取厚生年金 事案 347 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録に係る資格取得

日を昭和 26 年 10 月 29 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 4,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和 26年 10月 29日から同年 12月５日まで 

  社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間の加入記

録が無い旨の回答を得た。昭和 26 年８月にＢ社に入社して新入社員教育を

受けたのち同年 10 月に関連会社であるＡ社（現在は、Ｃ社）に配属され、

27年６月ごろまで継続して勤務したが、26年 10月 29日から同年 12月５日

まで厚生年金保険の記録が無いことに納得できない。確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管する給与明細書、事業所が保管する労働者名簿及び事業所の回

答により、申立人がＡ社に昭和 26年 10月 29日から 27年６月６日まで勤務し、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたもの

と認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の厚生年金保険料控

除額及びＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、4,000 円

とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから明らかでないと

判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し



て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

 

 



                    

  

鳥取国民年金 事案 258 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年８月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 49 年８月から 52 年３月まで 

年金事務所において年金記録を確認したところ、申立期間について未

加入との回答を得た。申立期間については、父親が国民年金の加入手続

を行い、保険料を納付してくれていたと思うので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の任意加入の国民年金被保険者

の資格取得日から、Ａ市において、申立期間を経過した昭和 53 年９月ご

ろに払い出され、同月 16 日に資格取得をしていることが確認できること

から、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付

することができない。 

また、申立人は、父親がＡ市役所において国民年金の加入手続を行い、

保険料を納付してくれていたと思うと申し立てているところ、申立期間

当時、申立人の住所はＢ市Ｃ区にあり、Ａ市役所において加入手続及び

保険料納付を行うことはできない。 

さらに、Ｂ市Ｃ区及びＡ市に係る国民年金手帳記号番号払出簿及び国

民年金被保険者名簿において、申立期間に申立人の氏名は確認できない

上、オンライン記録でも確認できないなど、申立人に別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていることをうかがわせる事情は見当たらない。 

加えて、申立人は、申立期間において大学生であり、国民年金の任意

加入期間となることから、昭和 53 年９月の国民年金手帳記号番号払出時

において、申立期間までさかのぼって資格を取得し、保険料を納付する



                    

  

ことはできない。 

その上、申立人は、申立期間に係る国民年金の加入手続及び保険料納

付に直接関与していないほか、申立人の父親は既に死亡しているため、

加入手続等の状況は不明である。 

このほか、申立期間について国民年金に加入し、保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                    

  

鳥取国民年金 事案 259 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年７月及び同年８月の国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57 年７月及び同年８月 

社会保険事務所（当時）で年金記録を確認したところ、申立期間が未

加入との回答を得た。昭和 55 年３月ごろに、Ａ町役場で国民年金の加

入手続を行い、57 年８月まで父親が保険料を納付していた。55 年４月

から 57 年６月まではＢ国に行っていたので、この間の保険料は還付を

受けたが、57 年７月及び同年８月の納付記録が無いことに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ町役場で国民年金の加入手続を行い、父親が納付組織を通

じて保険料を納付したとしている。しかし、Ａ町に照会したところ、申立

人が納付していたとする納付組織の昭和 55 年度から 57 年度までの国民年

金保険料集金名簿が保存されていたが、同名簿では、申立人の 55 年４月

から 57 年６月までの納付記録は確認できるものの、申立期間についての

納付記録は無い。 

また、Ａ町が保管する国民年金被保険者名簿でも、申立人が昭和 55 年

４月から 57 年６月まで納付組織を通じて、保険料を納付していたことが

確認できるが、申立期間については加入記録、納付記録とも記載が無く、

これはオンライン記録と一致している。 

さらに、申立人は、戸籍の改製原附票によると、昭和 55 年４月 15 日か

ら 57 年８月 31 日までＢ国に住所を有しているが、申立期間当時、国民年

金法では、日本国内に住所を有しなくなったとき国民年金の被保険者資格

を喪失することとされていたことから、申立期間は、制度上、国民年金の

被保険者とはなり得ない期間である。 

加えて、申立人は、国民年金保険料の納付に関与しておらず、申立人の



                    

  

父親も故人であるため納付状況等の詳細は不明であるほか、申立人に別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていることをうかがわせる事情も見当

たらない。 

その上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



  

鳥取厚生年金 事案 348 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成 10 年５月から 12 年３月まで 

    申立期間に、Ａ市のＢ店（厚生年金保険の適用事業所としてはＣ社）

に勤務しており、事業主から厚生年金保険に加入する旨の説明を受け、

給与から厚生年金保険料を控除されていたはずなので、申立期間が厚生

年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｃ社が保管する平成 10 年から 12 年までの所得税源泉徴収簿により、申

立人が申立期間に同社に勤務していたことが認められる。 

しかし、Ｃ社が保管する申立期間の健康保険厚生年金保険被保険者資格

取得届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に申立人の

氏名は無い。 

また、上記源泉徴収簿並びに平成 11 年及び 12 年の給与支払報告書から、

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていないことが確認で

きる。 

さらに、Ａ市の記録では、申立人は平成８年９月 26 日から 12 年７月６

日まで国民健康保険に加入しているほか、オンライン記録では申立期間を

含む９年４月１日から 12 年７月１日まで国民年金の全額免除期間である

ことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

鳥取厚生年金 事案 349 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41 年７月 21 日から 42 年６月 14 日まで 

② 昭和 42 年８月１日から 44 年 12 月１日まで 

③ 昭和 51 年１月１日から 52 年４月１日まで 

昭和 35 年から 52 年までＡ社に勤務し、申立期間①はＢ支店長、申立

期間②はＣ支店長、申立期間③はＤ支店主任であったが厚生年金保険の

加入記録が無い。調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人はＡ社のＢ支店長であったとしている。 

しかし、申立人が記憶しているＢ支店長をしていた当時の部下は、

「申立人がＢ支店長として勤務していた期間は昭和 46 年以降であ

る。」と供述しているほか、申立人の妻は「申立人がＢ支店長当時、自

分もＢ支店に勤務して申立人を助けた。」としているが、オンライン記

録によると、申立人の妻のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険の加入記録

が確認できるのは、昭和 47 年 10 月１日から 48 年６月 30 日までの期間

である。 

    また、申立人の戸籍の附票により、昭和 46 年６月１日から 48 年 10

月 15 日まで申立人がＢ市に居住していたことが確認できる。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人はＡ社のＣ支店長であったとしている。 

しかし、申立人が前任のＣ支店長であったと記憶している同僚は、

「申立人がＣ支店長として勤務していたのは、昭和 47 年から 50 年ごろ

であり、申立人がＣ支店からＤ支店に異動した後、数か月後に退職した

のを覚えている。」と供述している。 

また、オンライン記録によると、申立人は、昭和 43 年９月１日から

同年 12 月１日までＥ社で厚生年金保険に加入していることが確認でき



  

る。 

 

３ 申立期間③について、申立人はＡ社Ｄ支店で勤務したとしている。 

しかし、前述の同僚は、「申立人は昭和 50 年ごろＣ支店からＤ支店

に異動したが、数か月で退職した。」と供述しているほか、申立人の妻

も、「Ｄ市には２、３か月しかおらず、昭和 50 年にはＡ社を退職して

Ｆ町に戻った。」と供述している。 

 

４ Ａ社は、オンライン記録によると、平成６年９月１日に厚生年金保険

の適用事業所でなくなっており、後継会社のＧ社は当時の資料を保管し

ておらず、申立人に係る人事記録、賃金台帳等の関係資料から申立人の

各申立期間の勤務実態等を確認することはできない。 

なお、申立人は、給与明細書等の関係資料を所持しておらず、ほかに

申立期間において厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

た事実をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、各申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 


